
健康福祉課　☎0738-23-5645保健だより

　がんは、日本において昭和56年から死因の第１位となって
います。２人に１人が「がん」にかかり、そのうち３人に１
人が「がん」によって亡くなっています。また、御坊市では
年間４人に１人が「がん」で亡くなっています。
　がんは早期に発見し、早期に適切な治療を行うことで、が
んによる死亡を防ぐことができます。国立がん研究センター
のデータ（右グラフ）からも分かるように、Ⅰ期（初期）で
発見されたときの５年相対生存率※は80％を超えています。
　自分のために、大切な人のために、がん検診を受けましょう。

※５年相対生存率…がんと診断された人で、その人と同じ性別・年齢の日本人
　全体の５年後に生存している割合と比べてどれくらい低いかを示します。

御坊市では、がん検診受診率
50％を目指しています。

がん検診を受けましょう！がん検診を受けましょう！
10月はがん検診受診率向上キャンペーン月間

自分は大丈夫と思わないで！

　若い人でも、がんになることがあります。
　また、初期のがんは、症状がないことが多いこと
をご存じですか？
　がん検診の対象は、症状がない『あなた』です！

　「仕事が忙しいから…」「コロナ禍だから…」とい
う理由で検診などの受診を後回しにしていませんか？
その判断が、病気の発見を遅らせてしまいます。
　手遅れにならないためにも、検診を受けましょう！

まだまだ若いし、
症状もないから、私は大丈夫！

仕事が忙しくて検診に
行く時間がない！
コロナも怖いし、
がん検診は今度でいいや。

いいえ いいえ

Ⅰ期とⅣ期で発見されたときの５年相対生存率の比較
（H25～H26年生存率集計・全国）
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　科学的根拠に基づいたがん検診は、５つです。
　年齢や性別などによって、受けられる項目は異なります。
　職場などで各がん検診を受ける機会のない方は、市の受診券を利用して受診
しましょう。
　対象者には、４月末に受診券を送付しています。
　※紛失の場合は再発行できます。
　※75歳以上の方でがん検診を希望される場合は、受診券を発行します。
　　健康福祉課までご連絡ください。

　がん検診等についての詳細はこちらをご確認ください。→
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今年のがん検診は、もう受けましたか？

がん検診
愛する家族への
贈り物

（％）

国保年金課からのお知らせ 国保年金課　☎０７３８-２３-5530

　国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業、新型コロナウイルス感染症の影響等により、保
険料を納めることができなくなることもあります。
　しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金（老齢年金）や、障害や死亡といった不測の事態が生じ
たときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
　そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

〇過去２年（申請月の２年１か月前の月分）まで遡って免除申請ができます。
♦制度の種類
①免除（全額免除・一部免除※）制度

　本人、配偶者、世帯主それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保
険料の全額または一部が免除となります。

　　なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
　※一部免除には、４分の３免除、半額免除、４分の１免除があります。　
②納付猶予制度

　50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予
されます。

③学生納付特例制度
　　学生の方で、本人の申請年度の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

♦未納だと損!「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

老齢・障害・遺族基礎年金の
受 給 資 格 期 間 に …

老齢基礎年金の年金額に…

納付状況等
年金への影響

含まれる

計算される

含まれる

計算される
（注１）

含まれる

計算される
（注２）

含まれない

計算されない

含まれる

計算されない

納 付 全 額 免 除 納付猶予
学生納付特例 未 納一 部 免 除

　（注１,２）保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりとなります。
　　　　　　（平成21年４月以降の免除期間）
　　　　　　・全額免除の場合：２分の１　　　　・４分の３免除の場合：８分の５
　　　　　　・半額免除の場合：４分の３　　　　・４分の１免除の場合：８分の７
　（注２）　一部免除については、減額された保険料を納めないまま２年を超えると、時効により、納めることが
　　　　　　できなくなりますので、ご注意ください。

年金相談会のお知らせ
　年金記録の確認、年金の請求、年金見込み額の試算など、国民年金・厚生年金についてのご相談・手続きを
お受けします。ぜひ、ご利用ください。
♦日時　10月20日（木）10：00～11：30、13：00 ～15：00
♦場所　市役所３階会議室
♦申し込み　田辺年金事務所 お客様相談室　☎0739-24-0432　※電話予約が必要です。
　　　　　　（相談日の１か月前から予約を受付しています。）
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